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平成３１年第１回三笠市議会定例会 

平成３１年３月１４日（２日目） 

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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開議 午前１０時００分 
  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） おはようございます。 

 ただいまから、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の１ 諸般報告に入ります。 

 教育行政報告について、教育長から報告を求めます。 

 教育長、登壇願います。教育長。 

（教育長永田徹氏 登壇） 

◎教育長（永田 徹氏） 教育行政報告を申し上げます。 

 報告第１号平成３０年度市立三笠高等学校卒業生の進路状況についてでありますが、卒

業生は３８名であり、全員の進路が決定しております。進路先一覧については、記載のと

おりでありますので、御参照いただきたいと思います。 

 以上、教育行政報告といたします。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、教育行政報告に対する質疑に入ります。質疑のある方

は発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、教育行政報告については報告済みとしま

す。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第２ 議案第１号から議案第２１号までについて（委報 

            第１号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の２ 委報第１号議案第１号から議案第２１号までについて

を議題とします。 

 本件は、さきの本会議において予算審査特別委員会に付託したものであり、委員長より

審査報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 澤田委員長、登壇願います。 

（予算審査特別委員会委員長澤田益治氏 登壇） 

◎予算審査特別委員会委員長（澤田益治氏） さきの本会議において付託になりました議
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案につきまして、その審査結果について御報告いたします。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第１号から議案第２１号までの計２１件であり

ます。 

 この委員会は議長を除く全議員で審査を行っていますので、審査の詳細及び質疑答弁の

内容、御配付の文書及び資料の説明につきましても省略させていただき、審査の結果につ

いてのみを御報告させていただきますので、御了承願いたいと思います。 

 それでは、報告いたします。 

 議案第１号の条例制定１件、議案第２号から議案第６号までの条例改正５件、議案第７

号から議案第１１号までの補正予算５件、議案第１２号から議案第１９号までの一般会

計・特別会計・事業会計予算８件、議案第２０号及び議案第２１号の市道路線の廃止・認

定の各１件の計２１件につきましては、特段の討論もなく、原案可決すべきものと決定い

たしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査結果についての御報告といたしますの

で、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 議案第１号から議案第２１号までについて質疑を受けます。質疑のある方は発言願いま

す。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、議案第１号から議案第２１号までについ

ての質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 初めに、議案第１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１号北海道三笠高等学校教育環境等整備・運営基金条例の制定については、原案

のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第２号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２号三笠市放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準条例の一部を改正する条

例の制定については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第３号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３号三笠市廃棄物処理及び清掃条例の一部を改正する条例の制定については、原

案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、原案のと

おり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第５号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５号三笠市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等条例の一部を改正する条例

の制定については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第６号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６号三笠市水道事業布設工事監督者配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

資格基準条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

 次に、議案第７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第７号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第７号平成３０年度三笠市一般会計補正予算（第７回）については、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第８号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第８号平成３０年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）については、

原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第９号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第９号平成３０年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第４回）については、原案

のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第１０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１０号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１０号平成３０年度三笠市水道事業会計補正予算（第３回）については、原案の

とおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第１１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１１号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１１号平成３０年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第２回）については、

原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第１２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１２号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１２号平成３１年度三笠市一般会計予算については、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

 次に、議案第１３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１３号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１３号平成３１年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算については、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第１４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１４号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１４号平成３１年度三笠市国民健康保険特別会計予算については、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、議案第１５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１５号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１５号平成３１年度三笠市介護保険特別会計予算については、原案のとおり可決

することに決定いたしました。 

 次に、議案第１６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１６号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１６号平成３１年度三笠市育英特別会計予算については、原案のとおり可決する

ことに決定いたしました。 

 次に、議案第１７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１７号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１７号平成３１年度三笠市水道事業会計予算については、原案のとおり可決する

ことに決定いたしました。 

 次に、議案第１８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１８号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１８号平成３１年度三笠市下水道事業会計予算については、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。 

 次に、議案第１９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１９号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１９号平成３１年度市立三笠総合病院事業会計予算については、原案のとおり可

決することに決定いたしました。 

 次に、議案第２０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第２０号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２０号市道路線の廃止については、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

 次に、議案第２１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第２１号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２１号市道路線の認定については、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第３ 議案第２５号 平成３０年度三笠市一般会計補正 

            予算（第８回）について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 続いて、日程の３ 議案第２５号平成３０年度三笠市一般会計補
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正予算（第８回）についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 議案第２５号平成３０年度三笠市一般会計補正予算（第８回）に

ついて、提案説明申し上げます。 

 今回の補正は、既定予算額１１１億３,２１９万７,０００円に４億９,８００万円を追

加し、予算の総額を１１６億３,０１９万７,０００円とするものであります。 

 補正の内容でありますが、国の地方創生拠点整備交付金を活用して、三笠運動公園交流

促進施設を整備するもので、財源については国の交付金のほか地方債により必要な経費を

措置するものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、御審議くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、議案第２５号について、質疑に入ります。質疑のある

方は発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第２５号については、さきに設置しています予算審

査特別委員会に付託いたします。 

 この際、委員会開催のため、しばらく休憩いたします。 

休憩 午前１０時１６分   

再開 午前１１時０９分   

◎議長（谷津邦夫氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第２５号について（委報第２号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 日程の４ 委報第２号議案第２５号平成３０年度三笠市一般会計

補正予算（第８回）についてを議題とします。 

 本件は、先ほどの本会議において予算審査特別委員会に付託したものであり、委員長よ

り審査報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 澤田委員長、登壇願います。 

（予算審査特別委員会委員長澤田益治氏 登壇） 

◎予算審査特別委員会委員長（澤田益治氏） さきの本会議において付託になりました議

案につきまして、その審査結果について御報告いたします。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第２５号の１件であります。 
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 この委員会は議長を除く全議員で審査を行っていますので、審査の詳細及び質疑答弁の

内容、御配付の文書及び資料の説明につきましても省略させていただき、審査の結果につ

いてのみを御報告させていただきますので、御了承のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、御報告いたします。 

 議案第２５号平成３０年度三笠市一般会計補正予算（第８回）については、反対、賛成

の討論があり、採決の結果、賛成多数により原案可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査結果についての御報告といたしますの

で、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（谷津邦夫氏） これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方は

発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 議案第２５号について討論を行います。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許可します。 

 初めに、本案に反対の議員から発言願います。 

◎３番（只野勝利氏） 議案第２５号平成３０年度三笠市一般会計補正予算に対し、反対

の立場から討論を行います。 

 今補正予算では、地方創生拠点整備事業を活用した三笠運動公園交流促進施設整備事業

として、美術館の建設及び駐車場整備に約５億円が計上されています。高校生レストラン

と相乗効果で交流人口をふやすことが目的とされていますが、魅力的な美術館を運営して

いくためには、相当の経費がかかることが予想されます。 

 また、この施設を高校生レストランの附属のような扱いにすることは趣旨にも反するこ

とになります。 

 しかも、このような大きな事業にもかかわらず、市民に説明する時間もなく決めてしま

うことも疑問があります。市の持ち出しはなく、国庫の負担で建設できるからとよいとい

う意見があるかもしれませんが、税金に変わりはなく、国に対してはむしろ箱物にお金を

かけるのなら福祉に使うべきと言いたいと思います。 

 そして、完成後の運営費や維持費の負担はどうなのかも大きな疑問となるところです。 

 以上の点について委員会で質疑を交わしましたが、なかなか明らかになっておらず、納

得できない状況です。 

 以上のことから、美術館の建設については、必要性に疑問があるため、反対いたしま

す。 

◎議長（谷津邦夫氏） 次に、賛成の議員から発言願います。 

 谷内議員。 

◎２番（谷内純哉氏） 議案第２５号平成３０年度三笠市一般会計補正予算について賛成



─ 12 ─ 

の立場から討論を行います。 

 今回の教育費、三笠運動公園交流促進施設整備事業は、国の地方創生拠点整備交付金を

活用することにより一般財源の持ち出しもなく、高校生レストランとの相乗効果により、

さらなる交流人口の増加、促進を目的として美術館を整備するものであります。 

 また、多くの来場者の利便性のために駐車場の整備を行うものでありますので、三笠運

動公園の魅力向上につながるものであります。 

 以上のことから、本議案に賛成をいたします。 

◎議長（谷津邦夫氏） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（谷津邦夫氏） これをもちまして、討論を終了します。 

 これより、議案第２５号について採決を行います。 

 本案に対する委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。 

 本件を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 賛成多数です。 

 したがって、議案第２５号平成３０年度三笠市一般会計補正予算（第８回）について

は、原案どおり可決されました。 

 以上で、今定例会に付議された事件は、全て終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎市 長 挨 拶 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） この際、市長から発言の申し出がありますので、許可します。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 平成３１年第１回定例市議会最終本会議の終わりに当たり、一言

御挨拶を申し上げます。 

 平成２７年に行われた地方統一選挙において市政を担ってから早４年が経過し、この

間、市議会議員の皆様には大変多くの激励、御示唆、御意見等を賜り、今日を迎えられて

おりますこと、心よりお礼を申し上げます。 

 この４年間には三笠市では多くの変化があり、三笠市笑顔で心をつなぐ手話言語条例の

制定、三笠市議会議員政治倫理条例の制定、三笠市特命大使条例の制定と三笠メロン食の

匠協議会の設立、三笠市主要団体協議会の設立など、また、ハード面ではダム事業の本格

着工と定礎式の挙行、道の駅三笠の食の蔵リニューアル、ホテルの建設、岡山地区に道営

住宅の建設、新火葬場の建設、高校生レストランの新設など、今後の三笠市の道しるべと

も言うべき事象があらわれた４年間であったと考えています。 
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 また、この間に前小林市長をはじめ、この場で議論をされた方々も逝去され、悲しい時

間が流れた４年間でもあったと思っています。時の流れは残酷でありますが、その時代に

どんな人が生き、何をなし遂げたか、また、なし遂げなかったか、歴史は明確に残り、将

来に向かって責任というバトンを渡し続けます。その重圧の中で、我々は発言し、努力

し、さらなる将来を形づくっていかなければなりません。 

 いよいよ４月統一地方選挙であります。私にとりましては、前回は時間もなく何をして

いるのかわからないまま選挙期間に突入し、慌ただしく過ごした記憶だけが残っており、

今回は考えながら取り組める環境があるだけ幸せに感じています。 

 三笠市にとっては、まちの過疎化により先の見えない課題多き時代ではありますが、何

より将来に向かって市民が安心して暮らしていける環境をつくり出すために、力を合わせ

て努力していこうではありませんか。皆さんとともに奮闘を誓い合い、選挙後、再会でき

ることを祈念申し上げ、区切りとしての御挨拶といたします。 

 本当にお世話になりました。ありがとうございました。（拍手） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議 長 挨 拶 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 高い席ではございますが、私からも一言御挨拶を申し上げます。 

 議長に就任して４年の歳月が流れまして、大変議員の皆さん、そして理事者、事務局の

皆さんにはお世話になり、無事その責務を果たすようになる時期が参りました。 

 顧みますと、この場で丸山議員が当選早々に病気になり、お亡くなりになるという大変

議会としても損失をいたし、心から哀悼の意を表する次第でもございます。 

 先ほど西城市長から、この４年間にわたるいろんな三笠の動きというものが表明されま

した。この４年間の中にこれだけ三笠の動きが出てきたのだな、これからの展望も決して

暗くはないというふうにここで感じたところでございます。特に、御承知のとおり、北海

道胆振東部地震によってブラックアウトという歴史上初めての経験をした、このことは私

どものこれからのまちづくりに大きな教訓を与え、市民の安全・安心を守る上で私たちこ

れからも引き継ぐ大きな財産というふうに捉えていいかというふうに思っております。 

 これからの三笠のまちづくり５０年、１００年を続けるときには、やはり森を見なが

ら、目先の木ばかりを見なくて、そういう視点に立って続けていかなければならないとい

うふうに思っております。話によりますと議員を勇退される方もおられますが、皆さんも

ぜひ改めてこれからの新しい元号のもとに再度復帰して、この場でまたまちづくりの議論

をしていただけるよう私からもお願いをいたします。 

 大変皆様にはお世話になりまして、これからの三笠のまちの進展と市民の幸せを心から

願いながら、御礼と感謝の意を表したいと思います。どうもありがとうございました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 
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  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（谷津邦夫氏） 以上をもちまして、平成３１年第１回三笠市議会定例会を閉会い

たします。 

 御苦労さまでした。 

閉会 午前１１時２２分   
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